
結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金

結婚新生活を応援！

令和８年度東京都通勤・通学への支援

★★新婚生活を始める夫婦の住まいに関する費用について補助を行います。新婚生活を始める夫婦の住まいに関する費用について補助を行います。
　　　　　　　　　　　　対象者対象者　令和8年4月１日以降に婚姻し、所得合計５００万円未満　令和8年4月１日以降に婚姻し、所得合計５００万円未満
　　　　　　　　　　　　　　　　かつ婚姻時に夫婦の年齢が39歳以下　　　　かつ婚姻時に夫婦の年齢が39歳以下
　　　　　　補助対象費用　　　　　　補助対象費用　住宅の購入・賃借費用および引越費用　住宅の購入・賃借費用および引越費用
　　　　　　補助金額　　　　　　補助金額　 30万円まで（婚姻時に夫婦の年齢がともに　 30万円まで（婚姻時に夫婦の年齢がともに

29歳以下の場合60万円）29歳以下の場合60万円）
　　　　　　申請期間　　　　　　申請期間　令和9年３月31日（水）　令和9年３月31日（水）
                 ※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。                 ※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。

対象者対象者　鉄道を利用して東京都、千葉県または神奈川県へ通学する大学生・短大生・専修学校生　鉄道を利用して東京都、千葉県または神奈川県へ通学する大学生・短大生・専修学校生
補助対象費用補助対象費用　通学定期券の購入費用　※原則、自宅最寄駅から学校最寄駅までの定期券を対象とします。　通学定期券の購入費用　※原則、自宅最寄駅から学校最寄駅までの定期券を対象とします。
補助金額補助金額　１年度当たり２万円まで　１年度当たり２万円まで
申請期限申請期限　令和9年３月31日（水）　令和9年３月31日（水）

問 地域政策課　☎（21）2453

★東京都内に通勤、通学する方への支援があります。
　※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。

東京都通勤者支援補助金
対象者対象者　東武鉄道または新幹線の定期券を購入し、東京都内へ通勤している方　東武鉄道または新幹線の定期券を購入し、東京都内へ通勤している方
　　　　※神奈川県、千葉県についても対象になる場合があります。　　　　※神奈川県、千葉県についても対象になる場合があります。
補助対象費用補助対象費用　東武鉄道特急券、新幹線定期券の購入費用　東武鉄道特急券、新幹線定期券の購入費用
補助金額補助金額　１月当たり最大１万円　※利用期間上限36か月　１月当たり最大１万円　※利用期間上限36か月
申請期限申請期限　令和9年３月31日（水）　令和9年３月31日（水）

通学者定期券購入費補助金

（旧結婚新生活支援補助金）

令和８年度ふるさと農業体験学習
（トマト収穫体験会・新規就農相談会）

　栃木市農業士会との共催で、トマト収穫体験会及び新規就農相談会を開催します。新鮮で美味し　栃木市農業士会との共催で、トマト収穫体験会及び新規就農相談会を開催します。新鮮で美味し
いトマトの収穫体験ができるほか、各関係機関担当者やベテラン農家との就農相談や担当職員とのいトマトの収穫体験ができるほか、各関係機関担当者やベテラン農家との就農相談や担当職員との
移住相談もできます。収穫体験会のみ、相談会のみの参加も大歓迎ですので、お気軽にお申込みく移住相談もできます。収穫体験会のみ、相談会のみの参加も大歓迎ですので、お気軽にお申込みく
ださい！ださい！

日時日時　７月４日（土）９時～12時頃（収穫体験のみの場合は９時～10時30分頃）　７月４日（土）９時～12時頃（収穫体験のみの場合は９時～10時30分頃）
場所場所　国府公民館および近隣圃場（大塚町）　国府公民館および近隣圃場（大塚町）
対象対象　トマトに興味がある方、本市において新規就農を考えている方（品目は問いません）　トマトに興味がある方、本市において新規就農を考えている方（品目は問いません）
内容内容　 ①トマトの収穫体験会、②新規就農相談会（新規就農の流れおよび各種支援制度に関する説　 ①トマトの収穫体験会、②新規就農相談会（新規就農の流れおよび各種支援制度に関する説

明会、個別の就農・移住相談）明会、個別の就農・移住相談）
定員定員　30人程度（原則先着順ですが、新規就農相談会への参加を希望する方を優先します）　30人程度（原則先着順ですが、新規就農相談会への参加を希望する方を優先します）
費用費用　1人1,000円（小学生以下は無料）　1人1,000円（小学生以下は無料）
申込申込　 ５月25日（月）９時～　電子申請システムにて申込　定員になり次第締め切り　 ５月25日（月）９時～　電子申請システムにて申込　定員になり次第締め切り
　　　※詳しくは市ホームページをご確認ください。　　　※詳しくは市ホームページをご確認ください。
問 農業振興課　☎（21）2381農業振興課　☎（21）2381

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

今後の予定

氏名の振り仮名の確認方法（5月 25 日（月）まで）

届出の方法

問合先

　令和7年5月26日、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。本籍のある市区町村
から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載の氏名の振り仮名が令和8年5月26
日以降に順次戸籍に記載されます。
　通知の振り仮名に誤りがあった方、また振り仮名が記載された戸籍が9月上旬頃までに必要な方は、
5月25日（月）までに振り仮名の届出をしてください。

①振り仮名の届出締切
　5月25日（月）まで　※これ以降は振り仮名の届出をすることはできません。
②戸籍への振り仮名記載
　栃木市に本籍のある方の戸籍への記載は、9月上旬頃に完了する予定です。
③住民票への反映
　栃木市に本籍のある方の本市住民票への反映は、9月下旬頃に完了する予定です。
　栃木市外に本籍のある方の本市住民票への反映は、最長で令和9年5月頃になる予定です。

※5月26日（火）以降に振り仮名の誤りに気付いた場合は「振り仮名の変更届」を届出てください。
・「振り仮名の変更届」は原則、家庭裁判所で許可を得てから届出をする必要があります。
・振り仮名の届出をしていない方は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出ができます。

1．振り仮名の通知を確認
　　通知の「氏名の振り仮名」をご確認ください。
2．マイナポータルで確認
　　マイナポータル上で確認することができます。
3．専用窓口で確認
　栃木市では、振り仮名の届出専用窓口を開設しています。
　振り仮名の確認にはマイナンバーカード等本人確認が必要となりますのでご注意ください。
　・開設場所　栃木市役所本庁舎2階　市民生活課北側エレベーターホール前
　・受付時間　8時30分～17時 15分まで
　・開設期間　5月25日（月）まで　※土日、祝日を除く

1．マイナポータルからのオンライン届出（5月25日（月）17時まで）
　　詳しくは通知にある説明や法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。
2．市区町村窓口での届出（5月25日（月）まで）
　　本人の本籍地または届出人の所在地に届出をしてください。

〇法務省コールセンター
　☎0570-05-0310
開設期間　5月26日（火）まで
　　　　　　※土日、祝日を除く
開設時間　8時30分～17時 15分

〇栃木市コールセンター
　☎（21）2424
開設期間　5月29日（金）まで

　　　　　　※土日、祝日を除く
開設時間　8時30分～17時 15分

法務省：戸籍制度
マスコットキャラクター 

コセキツネ

市HP
「振り仮名の確認はお済ですか？」

法務省HP
「戸籍にフリガナが記載されます」
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